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血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な

方針（基本方針）第八に定める血液製剤代替医薬品について

このことについて、厚生労働省医薬・生活衛生局長から別添のとおり通知があり

ましたので御了知の上、貴管下関係者への周知方よろしくお願いします。

なお、本通知は次のホームページに掲載しておりますので、念のため申し添えま

す。

http://www.pref.okayama.jp/site/361/

http://www.pref.okayama.jp/site/361/
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